
 

 

第５０回議会運営委員会 
 

日 時 令和５年６月１９日（月） 

本会議終了後      

 場 所 第１委員会室       

付議事項 
 

１ 山陽小野田市自治基本条例の改正に伴う関係議員提案条例の整理に関する

条例の制定について・・・資料１ 

 

２ 議事日程の変更について 

６ ２７ 火 午前１０時 本会議 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

・委員会提出議案１件を上程、提案理由 

 の説明、質疑、討論及び採決 

・議員派遣について 

・閉会中の調査事項について 

 

３ 閉会中の調査事項について 

委 員 会 名 調 査 事 項 調 査 期 間 

議会運営委員会 

・次期議会の会期日程等の議会運営に関

する事件及び議長の諮問事項に関する

こと。 

令和５年９月

定例会まで継

続して閉会中

調査する 

 

４ その他 

 (1) ９月定例会日程案について・・・資料２ 

 (2) 令和５年４月１２、１３日開催の意見交換会で聴取したモニター意見に

ついて・・・資料３ 

 (3) 全員協議会の開催日 

   ６月２７日（火） 午前９時３０分 議運決定事項の報告 



資料１ 

 

 

委員会提出議案第 号 

 

山陽小野田市自治基本条例の改正に伴う関係議員提案条例の整理に関す

る条例の制定について 

山陽小野田市自治基本条例の改正に伴う関係議員提案条例の整理に関する条

例を次のように定める。 

 

令和５年６月 日提出 

 

提出者 議会運営委員長 大 井 淳一朗 

 

山陽小野田市自治基本条例の改正に伴う関係議員提案条例の整理に関す

る条例 

次に掲げる条例の規定中「協働の」を「協創による」に改める。 

(1) 山陽小野田市寄附条例（平成２１年山陽小野田市条例第１６号）前文 

(2) 山陽小野田市ふるさと支援基金条例（平成２１年山陽小野田市条例第１７

号）第１条 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

委員会提出議案第 号参考資料 

山陽小野田市寄附条例新旧対照表（第１号関係） 

改 正 後 改 正 前 

私たちの山陽小野田市は、先人の心を受け止め、郷土を思う

人々の多様なまちづくりへの参加によって「活力と笑顔あふれ

るまち」を目指しています。 

この多様なまちづくりへの参加について、「ふるさとへの想

いや協創によるまちづくりにつながる寄附」をまちづくりへの

大切な支援として受け止めます。 

そこで、寄附に関する制度を明らかにし、その透明性を確保

するとともに、寄附者の尊い意思がまちづくりに反映されるよ

う、この条例を制定します。 

私たちの山陽小野田市は、先人の心を受け止め、郷土を思う

人々の多様なまちづくりへの参加によって「活力と笑顔あふれ

るまち」を目指しています。 

この多様なまちづくりへの参加について、「ふるさとへの想

いや協働のまちづくりにつながる寄附」をまちづくりへの大切

な支援として受け止めます。 

そこで、寄附に関する制度を明らかにし、その透明性を確保

するとともに、寄附者の尊い意思がまちづくりに反映されるよ

う、この条例を制定します。 

 

山陽小野田市ふるさと支援基金条例新旧対照表（第２号関係） 

改 正 後 改 正 前 

 （設置） 

第１条 ふるさとへの想いや協創によるまちづくりにつながる

寄附金を、山陽小野田市寄附条例(平成２１年山陽小野田市

条例第１６号。以下「寄附条例」という。)の目的に沿って

適切に管理するため、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)

第２４１条第１項の規定に基づき、山陽小野田市ふるさと支

援基金(以下「基金」という。)を設置する。 

 （設置） 

第１条 ふるさとへの想いや協働のまちづくりにつながる寄附

金を、山陽小野田市寄附条例(平成２１年山陽小野田市条例

第１６号。以下「寄附条例」という。)の目的に沿って適切

に管理するため、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２

４１条第１項の規定に基づき、山陽小野田市ふるさと支援基

金(以下「基金」という。)を設置する。 



 ただいま上程されました議案１件について御説明します。 

 委員会提出議案第 号は、山陽小野田市自治基本条例の改正に伴う関係議員

提案条例の整理に関する条例の制定についてです。 

 これは、令和５年第１回（３月）定例会において、山陽小野田市自治基本条

例の一部改正を可決したことに伴い、関係条例のうち議会側から提案した条例

について所要の改正を行うものです。 

 よろしく御審議の上、御議決くださいますようお願いします。 



資料２

月 日 曜日 日程 備考

８ ２１ 月

２２ 火

２３ 水

２４ 木

２５ 金

２６ 土

２７ 日

２８ 月

２９ 火 告示

３０ 水 一般質問通告締切

３１ 木 議運

９ １ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火 本会議初日

６ 水 ２委員会・分科会 総務、民福

７ 木 ２委員会・分科会 総務、産建

８ 金 ２委員会・分科会 民福、産建

９ 土

１０ 日

１１ 月 委員会予備日

１２ 火 一般質問

１３ 水 一般質問

１４ 木 一般質問

１５ 金 一般質問

１６ 土

１７ 日

１８ 月 （敬老の日）

１９ 火 一般質問

２０ 水 休会

２１ 木 休会

２２ 金 一般会計予算決算常任委員会全体会

２３ 土 （秋分の日）

２４ 日

２５ 月 休会（議事整理日）

２６ 火 休会（議事整理日）

２７ 水 本会議最終日

２８ 木

２９ 金

令和５年第３回（９月）定例会日程案

会期 令和５年９月５日から９月２７日までの２３日間



資料３ 

令和５年４月１２、１３日開催の意見交換会で聴取した意見 

 

モニターからの意見 担当委員会 

・本議会中の議員の私語が気になる。また、議会はイエスマンであってはならない。もっと議員間での議

論をすべきではないか。 

 

・市長が答弁しないことが習慣になってきている。市長は答弁しない。それで副市長が答弁する。それで、

市議の方が根負けしたら、山陽小野田市の議会運営では市長が答弁しないのは不思議なことである。 

議会運営委員会 

 

 

議会運営委員会 

 

 

 

 

 


